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告    示 

 
那覇市告示第１０５号  

平成１９年１月９日  

掲 示 済  

 

個人情報目的外利用等届出書の公表について（総務課） 
 

那覇市個人情報保護条例第９条及び同施行規則第８条の規定に基づき、個人情報

目的外利用等届出書を別紙のとおり公表する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

（別紙省略） 

 

 

 

那覇市告示第１０８号  

平成１９年１月１７日  

掲 示 済  

 

個人情報目的外利用等届出書の公表について（総務課） 
 

那覇市個人情報保護条例第９条及び同施行規則第８条の規定に基づき、個人情報

目的外利用等届出書を別紙のとおり公表する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

（別紙省略） 

 

 

 

那覇市告示第１１２号  

平成１９年１月２４日  

掲 示 済  

 

那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託指名競争入札参加者資格及び指名基

準等に関する要綱の一部を改正する要綱（管財課） 
 

那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託指名競争入札参加者資格及び指名基準等

に関する要綱(昭和61年告示第31号)の一部を次のように改正する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  
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 題名を次のように改める。 

那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託競争入札参加者資格等に関する要綱 

第1条中「第20条第1項」を「第11条第2項」に、「指名競争入札参加資格及び指名

競争入札に付する場合の指名基準その他必要な事項」を「制限付一般競争入札参加

資格その他必要な事項」に改める。 

 第2条第1項中「指名競争入札に」を「制限付一般競争入札に」に「指名競争入札

参加資格者名簿」を「制限付一般競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)」

に改め、同項第3号中「本店」を「県内に本店があり、かつ、本店」に改める。 

 第3条中「指名競争入札」を「制限付一般競争入札」に改める。 

 第4条第1項中「指名競争入札参加資格者登録申請書」を「制限付一般競争入札参

加資格者登録申請書」に改め、同条第3項中「那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委

託指名競争入札参加者資格審査委員会」を「那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委

託競争入札参加者資格審査委員会」に改める。 

 第5条第1項中「指名競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)」を「名簿」

に改め、同条第2項を次のように改める。 

2 登録は、資格審査委員会で定める基準に基づいて、別表第1のとおりＡランク、

Ｂランク、Ｃランクに区分して行う。 

 付則の次に次の別表を加える。 

 

別表第1 (第5条関係) 

ランク 区分 名簿登録基準 

Ａ 1件あたりの契約予定価格に

よる制限付一般競争入札参加

資格の制限を受けない者 

次の1、2いずれの条件にも該当する者

1  Ｂランク以上に引き続き1年以上

登録された者で、清掃業務にあって

は警備員数が30人以上で、かつ、業

務執行が誠実になされたもの 

2  次の各号のいずれかの条件に該

当する者 

(1) 資本金500万円以上であるこ

と。 

(2) 年間契約実績が5,000万円以上

であること。 

(3) 過去の業務実績から勘案して、

Ａランク業務を確実に行い得る

と判断される者 

 

 

Ｂ １件当たりの契約予定価格が

1,000万円未満の制限付一般

競争入札に参加する資格があ

る者 

次の1、2いずれの条件にも該当する者

1  Ｃランク以上に引き続き1年以上

登録された者で、清掃業務にあって

は清掃員数、警備業務にあっては警

備員数が15人以上で、かつ、業務執

行が誠実になされたもの 
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  2  次の各号いずれかの条件に該当

する者 

(1) 資本金500万円以上であるこ

と。 

(2) 年間契約実績が3,000万円以上

であること。 

(3) 過去の業務実績から勘案して、

Ｂランク業務を確実に行い得る

と判断される者 

 

 

 

Ｃ 1件当たりの契約予定価格が

500万円未満の制限付一般競

争入札に参加する資格がある

者 

 

 

清掃業務にあっては清掃員数、警備業

務にあっては警備員数が5人以上であ

ること。 

  

 

 

第１号様式及び第２号様式を次のように改める。 

（第１号様式） 

 

制限付一般競争入札参加資格者登録申請書 

 

 

平成   年   月   日

 

那 覇 市 長   様 

 

 

住    所 

商号又は名称 

代 表 者             印 

 

那覇市市役所庁舎等（ 清 掃 ・ 警 備 ）業務委託制限付一般競争入札に

参加したいので、別紙書類を添付のうえ、制限付一般競争入札参加資格者の

登録を申請します。 

なお、添付書類の記載事項は事実に相違ありません。 
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（第２号様式） 

那総管第    号

平成 年 月 日

住所 

商号 

 

                      那覇市長 翁 長 雄 志 

 

資 格 審 査 結 果 通 知 書 
 

 先にご提出のありました制限付一般競争入札参加資格登録申請書については、 

審査の結果、下記のとおり決定いたしましたので通知します。 

 

１． 審査結果 

２． ランク 

３． 有効期間   平成  年 月 日から平成 年 月 日まで 

 
 ※ランク基準表につきましては別紙をご覧ください。 

 ※この通知書受領後、申請書の記載事項に変更があった場合は速やかに届け出てください。

 

 

付 則 

 この要綱は、平成19年1月24日から施行する。 

 

 

 

 

那覇市告示第１１５号  

平成１９年２月１日  

 

平成18年(2006年)12月那覇市議会定例会で議決された平成18年度那覇市一般会

計補正予算(第３号)の要領は次のとおりである。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

平成18年度那覇市一般会計補正予算(第３号)（財政課） 

 

平成18年度那覇市の一般会計の補正予算(第３号)は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,909,378千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ101,985,963千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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（債務負担行為の補正） 

第２条 既定の債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第３条 既定の地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

第１表 歳入歳出予算補正 

歳 入                           （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 

 1,016,961 25,610 1,042,5719  地方特例 

交付金 
1 地方特例交付金 1,016,961 25,610 1,042,571

 10,667,296 484,362 11,151,65810 地方交付税 

1 地方交付税 10,667,296 484,362 11,151,658

 2,708,219 1,616 2,709,83513 使用料及び 

手数料 
1 使用料 2,036,732 1,616 2,038,348

 21,835,022 938,074 22,773,096

1 国庫負担金 15,433,549 937,331 16,370,880

14 国庫支出金 

2 国庫補助金 6,275,876 743 6,276,619

 5,136,606 26,373 5,162,979

1 県負担金 3,696,393 9,625 3,706,018

15 県支出金 

2 県補助金 1,029,414 16,748 1,046,162

 29,495 4,500 33,99517 寄附金 

1 寄附金 29,495 4,500 33,995

 1,706,911 1,412,643 3,119,554

3 貸付金元利収入 565,335 1,312,500 1,877,835

4 受託事業収入 242,200 79,649 321,849

20 諸収入 

5 雑入 829,640 20,494 850,134

 8,370,400 16,200 8,386,60021 市債 

1 市債 8,370,400 16,200 8,386,600

歳  入  合  計 99,076,585 2,909,378 101,985,963
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歳 出                           （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 

 736,268 19,985 756,2531 議会費 

1 議会費 736,268 19,985 756,253

 8,120,998 1,502,641 9,623,639

1 総務管理費 5,676,499 1,441,778 7,118,277

2 徴税費 1,261,345 34,331 1,295,676

3 戸籍住民基本台帳費 853,028 6,296 859,324

4 選挙費 149,456 23,617 173,073

5 統計調査費 55,760 △3,866 51,894

2 総務費 

6 監査委員費 124,910 485 125,395

 38,974,197 1,174,423 40,148,620

1 社会福祉費 13,270,143 27,861 13,298,004

2 児童福祉費 13,049,400 △45,535 13,003,865

3 民生費 

3 生活保護費 12,654,653 1,192,097 13,846,750

 6,146,052 97,978 6,244,030

1 保健衛生費 2,580,140 61,054 2,641,194

4 衛生費 

2 清掃費 3,565,912 36,924 3,602,836

 50,753 177 50,9305 労働費  

 
2 労働諸費 50,753 177 50,930

 117,837 △1,611 116,226

1 農業費 55,598 △1,834 53,764

6 農林水産業 

費 

3 水産業費 62,119 223 62,342

     796,465 16,506 812,9717 商工費 

1 商工費 796,465 16,506 812,971

     17,985,628 13,319 17,998,947

1 土木管理費 356,526 △5,333 351,193

2 道路橋りょう費 1,566,965 5,021 1,571,986

3 河川水路費 163,807 △28,317 135,490

5 都市計画費 11,163,265 11,579 11,174,844

8 土木費 

 

6 住宅費 3,949,734 30,369 3,980,103
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 2,942,387 24,494 2,966,8819 消防費 

1 消防費 2,942,387 24,494 2,966,881

 11,456,163 19,872 11,476,035

1 教育総務費 1,728,113 6,564 1,734,677

2 小学校費 4,141,702 △4,428 4,137,274

3 中学校費 1,223,798 26,953 1,250,751

4 幼稚園費 1,210,032 △15,340 1,194,692

5 社会教育費 1,350,535 △21,447 1,329,088

10 教育費 

 

 

 

 

6 保健体育費 1,801,983 27,570 1,829,553

 62,502 41,594 104,09613 諸支出金 

1 普通財産取得費 62,501 41,594 104,095

歳 出 合 計 99,076,585 2,909,378 101,985,963

 

第２表 債務負担行為補正 

追 加                           （単位：千円） 

事    項 期  間 限度額 

新庁舎基本構想及び基本計画策定委託料 

（経営企画室） 

平成１８年度から 

平成１９年度まで 
3,653

ネットワーク型プリンタ等賃借料 

（情報政策課） 

平成１９年度から 

平成２１年度まで 
39,276

マシン室賃借料（情報政策課） 
平成１９年度から 

平成２１年度まで 
22,863

ＩＰ電話及びＷｅｂカメラ賃借料 

（情報政策課） 

平成１９年度から 

平成２１年度まで 
870

那覇市ぶんかテンブス館管理運営委託料 

（商工振興課） 

平成１８年度から 

平成２１年度まで 
150,000

那覇市古波蔵児童館管理運営委託料 

（子育て応援課） 

平成１８年度から 

平成２３年度まで 
49,115

那覇市緑化センター管理運営委託料 

（花とみどり課） 

平成１８年度から 

平成２１年度まで 
21,901

ＡＥＤトレーナー賃借料（消防本部総務課）
平成１９年度から 

平成２３年度まで 
589

那覇学校給食センター搬送業務委託料 

（学校給食センター） 

平成１８年度から 

平成２１年度まで 
74,271

真和志学校給食センター搬送業務委託料 

（学校給食センター） 

平成１８年度から 

平成２３年度まで 
90,000

ポスター掲示板設置業務委託料 

（選挙管理委員会事務局） 

平成１８年度から 

平成１９年度まで 
3,024
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第３表 地方債補正 

変 更                           （単位：千円） 

補 正 前 補 正 後   

 

 

 

起債の 

目 的 限 度 額 

起 

債 

の 

方 

法 

利 率 償還の方法 限 度 額 

起 

債 

の 

方 

法 
利 

 
 
 
 
 
 

率 

償 

還 

の 

方 

法 

8 減税補

てん債 

 

 

9 臨時財

政対策

債  

379,400 

 

 

 

2,613,500 

普
通
貸
借
又
は
証
券
発
行
（
登
録
公
債
） 

年８％以内

（ただし、利

率見直し方

式で借り入

れる政府資

金及び公営

企業金融公

庫資金につ

いて、利率の

見直しを行

った後にお

いては、当該

見直し後の

利率） 

 償還期間は、

据置期間を含め

３０年以内とす

る。 

 償還方法は、

元利均等、元金

均等等による。

 ただし、財政

の都合により、

据置期間中であ

っても繰上償還

し、償還年限を

変更し、又は借

り換えることが

できる。 

382,900 

 

 

 

2,626,200 

補正前に

同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

那覇市告示第１１６号  

平成１９年２月１日  

 

 平成18年（2006年）12月那覇市議会定例会で認定された平成17年度那覇市一般

会計歳入歳出決算の要領は次のとおりである。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  
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平成17年度那覇市一般会計歳入歳出決算書（財政課） 
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 那覇市監査委員より提出された、平成 17 年度（2005 年度）那覇市一般会計及び

特別会計歳入歳出決算並びに基金の運用状況審査意見書の概要 

 

審査の結果 

 審査に付された各会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支

に関する調書、財産に関する調書及び各基金の運用状況を示す書類は、法令に準拠

して作成されており、計数に誤りはないものと認めた。 

 予算の執行状況については、おおむね適正になされているものと認めた。 

 

平成 17 年度の歳入歳出決算額は一般会計で歳入決算額 1,015 億 3,298 万 9,984

円、歳出決算額1,000億4,382万1,311円で歳入決算額から歳出決算額を差し引い

た形式収支は14億8,916万8,673円、形式収支から翌年度へ繰越すべき財源を差し

引いた実質収支は12億830万9,450円、実質収支から前年度実質収支を差し引いた

単年度収支はマイナス3億9,711万120円となっている。 

次に、土地区画整理事業他４特別会計を合計額で見ると、歳入決算額は 763 億

7,391 万 9,707 円、歳出決算額は756 億 141 万 4,771 円で、形式収支は7億 7,250

万4,936円、実質収支は6億7,405万9,289円、単年度収支はマイナス9,821万6,925

円となっている。（平成17年度から下水道事業が特別会計から企業会計に移行した

ため、平成16年度下水道事業特別会計の実質収支（5,235万6,433円）を除く。） 

財政構造の弾力性を判断するための指標である経常収支比率は、平成 17 年度は

88.2%と前年度と比較して1.4ポイント減少している。その主な要因としては、扶助

費、補助費等で増加（2.5％）したものの、人件費、繰出金等で減少（4.0％）した

ことによるものである。この数値は、一般的に、市においては財政構造の弾力性が

失われるとされる 75%を大きく超えているので、引き続き経常経費の抑制に努める

ことが必要である。 

公債費の財政圧迫度を示す指標である公債費比率については、16.7%で前年度より

0.1ポイント減少している。また、起債制限比率は13.9%で前年度より0.1ポイント

増加している。 

一方財政の強弱を示す財政力指数は、0.730（前年度0.700）で0.030ポイント増

加しているものの、類似都市（平成 16 年度平均 0.82）と比べると、依然として財

政力が弱いことを示している。 

今後の財政運営においては、多額の市債残高（1,256 億 6,481 万 5,019 円）を抱

える中で、「子どもが育つ環境づくり」、「市民との協働によるまちづくり」、「市民

の健康と福祉や教育」等に関する諸施策の対応に必要な財政需要の増大が見込まれ

る。 

一方、自主財源の根幹をなす市税は、企業収益の改善等による増収はあるが、依

然として厳しい経済情勢の中で大幅な伸びが期待できないことに加え、地方分権の

推進と地方交付税制度の改革、いわゆる「三位一体の改革」の継続により、引き続

き厳しい財政環境は続くものと考えられる。また、本市は平成17年度から、義務的

経費を除く一般財源ベースで各部局への枠配分による予算編成方式を導入した。今

後とも、この方式を継続して実施することから、職員一人ひとりが、厳しい財政状

況を真剣に受け止め効率的な予算執行が期待できるものと思われる。 

今後においても、地方分権の時代にふさわしい効率的な行政システムを確立する

とともに、行財政運営全般にわたる改革に積極的に取り組み、行政のスリム化と財
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政の健全化を図り、限られた財源を効果的、効率的に配分し、最少の経費で最大の

効果を挙げられるよう、なお一層の努力をされるよう要望する。 

なお、次のことについては留意されたい。 

 

１ 歳入について 

 

（１）土地貸付収入の未収金について（管財課） 

土地貸付収入の未収金は、下表のとおりである。全未収額が 2,204 万 9,457

円で多額であり、なお一層収納の努力をされたい。 

（単位：円、％） 

区分 年度 調定額 収入額 不納欠損額 未収額 
対調定

収納率

平成17年 119,868,377 97,578,680 240,240 22,049,457 81.4

平成16年 122,153,619 99,841,750 0 22,311,869 81.7土地貸付収入 

比 較 △2,285,242 △2,263,070 240,240 △262,412 △0.3

    

（２）財源の積極的確保のための歳入予算編成について（財政課） 

   予算編成において、費目存置又は予算計上もしないで、毎年度にわたり、決

算で収納し、事業を執行している課がみられるが、歳入予算の編成時において

収納見込みが把握できるものは、当初予算に計上する事が望ましい。予算編成

方針には、収入の確保に特段の努力を払うこと、積極的に財源確保に努めねば

ならないことが定められている事から、各部課に対する注意喚起を図るよう努

められたい。 

    

（３）収納率向上について（納税課） 

   市税の収納済額は346億 8,417万 8,630円で前年度より9億5,989万 8,196

円で 2.8%増加している。収納率も、90.6%と前年度より 0.5%増加し、収納率が

向上している。また、収入未済額は33億3,813万4,265円で前年度より6,216

万 7,255 円の減少で滞納繰越分の圧縮がみられるが、依然として滞納繰越分が

多額であり、市税は、市の収入の根幹であることから、なお一層収納率向上に

努力してもらいたい。 

    

（４）会計年度独立の原則について（納税課） 

第15款委託金の県民税賦課徴収事務費については、予算額2億8,360万8,000

円に対して収入額が２億 2,286 万 276 円で収納率が 78.6%と低く、前年度（2

億 7,910 万 9,439 円）より大幅に減少しているが、これは、4.4 半期の県民税

賦課徴収事務費6,547万3,309円を、不注意により平成18年度の収入として誤

って処理したことによって生じたものである。 

今後は、地方自治法第208条（会計年度及び独立の原則）の遵守と予算の執

行管理の徹底に努められたい。 

    

（５）公設市場空き小間解消について（労働農水課） 

平成 17 年度決算時における使用小間は、実質小間総数 718 小間の内、平成

16年度末では、634小間（88.3％）、平成17年度末では610小間（85.0％）と
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なっており、前年度に比べ24小間（3.3％）の減少となっている。そのことが、

調定額においても、前年度に比べ312万7,349円の調定減の主な理由となって

いる。 

特に牧志公設市場（衣料部）及び同市場（雑貨部）の小間稼働率は、それぞ

れ71.2％、76.4％で、いずれも低率である。前年度に比べ、それぞれ9小間（6.8%）、

10小間（9.1%）の減少となっている。今後、公設市場の空き小間解消に向けて、

なお一層努力されたい。 

    

         公設市場使用料年度別比較    （単位：円、％） 

区分 調定額 収入額 対調定収納率 

平成17年 104,429,134 100,256,875 96.0

平成16年 107,556,483 103,157,560 95.9

現
年
度
分 比 較 △3,127,349 △2,900,685 0.1

    

（６）未収金（滞納繰越分）の収納率向上について（国民健康保険課） 

平成17年度決算の国民健康保険税（110億1,094万9,867円）の未収額は28

億4,66万3,513円となっており、その内滞納繰越分が22億2,175万4,526円

を占めている。 

国民健康保険税は国民健康保険事業特別会計（322 億 3,857 万 306 円）の根

幹をなす財源となっており、特に一般被保険者国民健康保険税の収納率につい

ては、国からの普通調整交付金の減額要因とならないように、毎年度末に90％

以上の確保を目標に努力する必要がある。同収納率について平成17年度は過去

最高の収納率（90.96％）を達成し、0.7ポイント向上している。しかしながら、

毎年度計上される多額の未収金及び滞納繰越金は、当該事業の存続にも重大な

影響を及ぼすものであり、今後とも徴収管理体制を強化され収納率向上に努め

られたい。 

    

（７）保育料未収金対策について（こども課） 

公立及び認可保育所の保育料は、下表のとおり調定額、収入額、収納率にお

いて、いずれも前年度を上回り、特に現年度分の未収額が減少していることは

評価できる。 

しかし、滞納繰越分の増加傾向や保育料全未収額（公立・認可合計）が合計

額5,719万360円で依然として多額であり、なお一層収納の努力をされたい。 

    

平成17年度一般特会決算・保育料調べ   （単位：円、％） 

区 分 年度 調定額 収入額 不納欠損額 未収額 
対調定

収納率

平成17年 1,161,453,700 1,140,672,680 0 20,781,020 98.2

平成16年 1,107,898,910 1,084,866,330 0 23,032,580 97.9現年度分 

比 較 53,554,790 55,806,350 0 △2,251,560 0.3

平成17年 54,931,260 13,124,880 5,397,040 36,409,340 23.9

平成16年 46,592,270 10,717,840 3,975,750 31,898,680 23.0

合 

計 

滞納繰越

分 
比 較 8,338,990 2,407,040 1,421,290 4,510,660 0.9 
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（８）未収金の収納向上について（障害福祉課） 

高額療養費返還金（滞納繰越分1,886万2,334円）の未収金については、年

度が経過するとますます収納が困難になってくることから、今後は、具体的な

徴収計画を立て、なお一層収納の向上に努められたい。 

    

（９）未収金の収納向上について（ちゃーがんじゅう課） 

老人福祉施設入所者自己負担金（滞納繰越分685万2,114円）や介護保険料

（現年度分1億4,755万2,824円、滞納繰越分1億4,961万8,993円）の未収

金については、年度が経過するとますます収納が困難になってくることから、

今後は、具体的な徴収計画を立て、なお一層収納の向上に努められたい。 

    

（10）未収金の収納向上について（保護課） 

   生活保護費返還徴収金の未収額が、現年度分 1,945 万 3,440 円（収納率

74.9％）、滞納繰越分7,355万2,466円（収納率2.0％）で前年度に比べ、現年

度分728万3,388円減少しているものの、滞納繰越分は2,195万6,384円増加

している。 

これらの滞納繰越分の中には、長期にわたるものもあり、年度が経過すると

ますます収納が困難になってくることから、なお一層返還徴収金の収納の向上

に努められたい。 

    

（11）壺屋焼物博物館の運営について（壺屋焼物博物館） 

平成12年度以降、観覧料額は減少し入館者数も減少する傾向にある。今後、

指定管理者制度の導入に向けて検討するとともに、展示内容を見直し広報活動

を強化する等、魅力ある博物館運営に向けて努められたい。 

入館者数(人) 入館者数内訳 

年 度 
総観覧料 

（円） 総入館 

者 数 

有料観 

覧者数 

観 覧 料

免除者数
一 般

高校・ 

大学生 

中学生

以 下 

平成17年度 4,488,813 20,469 15,518 4,951 15,506 1,271 3,692

平成16年度 4,606,462 20,330 15,898 4,432 15,535 1,142 3,653

平成15年度 4,945,631 20,375 16,633 3,742 16,356 970 3,049

平成14年度 5,813,227 22,552 17,684 4,868 17,606 1,653 3,293

平成13年度 5,130,631 21,452 17,900 3,552 16,857 1,094 3,501

注：総入館者数＝有料観覧者数＋観覧料免除者数 

    

（12）保育料未収金について（学務課） 

幼稚園の保育料及び預かり保育料は、下表のとおりである。 

保育料及び預かり保育料の全未収額が613万3,680円であることから、なお

一層収納に努められたい。 
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保育料調べ （単位：円、％） 

区分 年度 調定額 収入額 不納欠損額 未収額 
対調定

収納率

平成17年 156,454,100 154,783,100 0 1,671,000 98.9

平成16年 154,996,600 152,566,300 0 2,430,300 98.4現年度分 

比 較 1,457,500 2,216,800 0 △759,300 0.5

平成17年 6,607,220 1,336,840 807,700 4,462,680 20.2

平成16年 7,719,667 1,355,060 2,008,087 4,356,520 17.6

合 

計 

滞納繰越 

分 

比 較 △1,112,447 △18,220 △1,200,387 106,160 2.6

 

２ 歳出について 

    

（１）団体負担金・補助金について（共通） 

   負担金・補助金交付団体の運営状況について、交付団体の平成16年度決算書

で確認した結果、収入に占める支出の割合が低く（80％以下）、収支差額は剰余

金として翌年度へ繰越している団体が見受けられる。 

   負担金・補助金は交付額の多寡にかかわらず、財政運営が厳しく問われてい

ることを踏まえ、当該団体の事業目的、事業内容、経費等を当該団体の会則及

び決算等で十分検証し、団体運営の在り方及び負担金・補助金の見直し等を行

い、効率的・効果的な予算執行に留意されたい。 

 

（２）退職手当負担金について（人事課） 

   平成17年度決算において、病院事業会計に平成16年度退職者分の退職手当

負担金として2,483万2,000円支出している。 

   上下水道局、市立病院及び市長部局の３者で締結された「退職手当負担金に

ついての協定書」によると、第4条（支出）「退職手当の支払いは、退職する職

員が退職日に属する部局において行う。他の部局の負担金については、退職し

た日の属する年度の翌年度において各部局に請求するものとする。」と規定され

ている。このことは、地方自治法第208条「会計年度及びその独立の原則」に

反することから協定書の見直しを検討されたい。 

    

（３）南部広域市町村圏事務組合負担金について（経営企画室） 

平成17年度財政援助団体等監査において、南部市町村会、（財）南部振興会、

南部広域市町村圏事務組合の三団体の事務局統合並びに経費負担、及び職員の

給与負担等について指摘したところである。 

これら３団体は密接な事業協力関係にあるが、事業により構成組織が違う部

分での経費区分及び責任所在が不明瞭となっている。本市から下表のとおり負

担金を拠出しているが、当該事務組合が他の２団体との間で事務局統合により

人件費、共通事務費、施設管理費等において、それぞれの負担金が重複支出に

なっていないかどうか調査の上、当該事務組合と他２団体の関係の中で経費分

担を明確にし、事業目的、事業効果等を再検証したうえで負担額について、関

係課、関係団体と協議のうえ検討改善されたい。 
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 平成17年度一般特会決算額・負担金調べ （単位：円） 

名 称 所管課 負担金額 

南部広域市町村圏事務組合負担金 経営企画室 10,401,000 

南部市町村会負担金 総務課  5,494,000 

南部振興会負担金 総務課  1,820,000 

合 計 17,715,000 

 

（４）予算計上について（財政課） 

   ミニ市場公募債について、市民向けパンフレット等の印刷製本費33万1,000

円を計上してきたが、諸課題が整理できず発行の見込みがないことで全額補正

減をしている。安易な予算計上は、厳しい財政状況の中で行財政運営を預かる

課として、今後はかかる事態が生じないようしっかりした事業計画を立て、適

切な予算の計上に努められたい。 

    

（５）損失補償の予算計上について（商工振興課） 

小口資金融資事業の代位弁済に対する県信用保証協会への損失補償は、当初

予算において、1,000 円で予算計上（費目存置）し、損失補償額が確定後に補

正計上するのがこれまでの慣例となっている。平成 17 年度においても、平成

17 年１月から 12 月までの実績により金額が確定するため２月議会で、1,995

万4,000円を増額補正している。 

損失補償の予算計上については、毎年度一定額（弁済額に対し保険８割、本

市２割負担）の支出は十分見込めることから、実績に基づいた支出額を当初予

算に計上するよう検討されたい。 

    

（６）債務負担行為について（労働農水課） 

雇用対策として、平成 16 年度（初年度）からスタートした「なはし就職な

んでも相談センター運営事業（契約額273万378円）」において、プロポーザル

で業者を選定し、地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号に基づき単年度

限りの随意契約をしている。 

翌年度においても信頼関係、経験等の実績を理由として同号を根拠に同一業

者と単年度限りの随意契約をしている。 

しかし、この相談業務の特性からして債務負担行為を設定したうえで複数年

契約をするよう検討されたい。 

    

（７）市民会館、市民劇場の業務委託等契約について（文化振興課） 

業務委託等の契約状況については、定期監査及び決算審査等において随意契

約から競争入札へ改善するように指摘してきたところであるが、未だ実施され

ていない。電力設備保守点検業務は法律改正もあり競争入札により実施できる

ものである。また、舞台装置保守点検業務については、特定の業者しか管理で

きない業務には該当しないものと思われる。競争入札により契約するよう努め

られたい。 
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（８）子育て家庭の就労支援事業について（こども課） 

子育て家庭の就労支援モデル事業（県補助事業）については、県から平成17

年９月に示され、当初、空き教室及び認可外保育所を活用する予定であったが、

事情変更により直営から、外部委託に切り替えた。年度末の３月 30 日に契約

額700万円で業務委託契約を締結し、年度内に事業実施をしたとのことである。 

このような事業執行は、予算消化のためとの疑念を持たれるおそれがある。

今後は、適切な時期に、適切な予算の執行に努められたい。 

    

（９）時間外勤務手当の予算超過について（こども課） 

第３款第２項第１目第３節職員手当等（時間外勤務手当）で当該課に割り当

てられた予算107万3,453円に対し、支出額108万280円となっており、6,827

円の超過支出となっている。原因は、予算の執行管理に問題があったとのこと

であるが、今後は、執行体制を見直し、再発防止に万全を期されたい。 

    

（10）保守点検業務委託の契約について（公民館） 

各公民館の電気･空調･消防設備保守点検業務委託等については、各館ごとに

50万円以下にあるとして随意契約により業務委託している。維持管理経費の経

費節減として全館まとめて競争入札にする等、検討されたい。 

    

（11）視聴覚機材・教材搬送業務について（図書館） 

当該業務については平成16年度の決算審査において、「利用団体へ機器・教

材の使用を無料とするのは理解できるが、その搬送業務についても市が負担す

るのは、受益者負担の観点から、その応分の負担を求めることを検討されたい」

と指摘してきたところであるが、改善の様子が見られない。当該事業の公的役

割と維持管理経費の公的支出の見直しについて検討されたい。 

 

３ その他 

  普通財産の管理について（管財課） 

普通財産の管理については、平成16年度の行政監査において、次のとおり「永

久保存対象である財産に関する重要文書の紛失の件数などが多数みられ、財産台

帳と登記簿で地籍及び地目の異なるものがある。又、普通財産の土地を無断で使

用されている不法占拠がうかがえる事例がかなり見受けられた。管理されずに長

時間放置された場合には公共用財産についても黙示的な公用廃止として取得時効

が成立する判例があるので、これらについては早急に現状調査を行って適切な対

応を執っていただきたい。」等指摘したが、改善の様子が見られない。 

  再度厳しく指摘する。 
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那覇市告示第１１７号  

平成１９年２月１日  

 平成18年（2006年）12月那覇市議会定例会で認定された平成17年度那覇市土地

区画整理事業特別会計歳入歳出決算の要領は次のとおりである。 

那覇市長 翁 長 雄 志  

平成17年度那覇市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算書（区画整理課） 
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那覇市告示第１１８号  

平成１９年２月１日  

 

 平成18年（2006年）12月那覇市議会定例会で認定された平成17年度那覇市国民

健康保険事業特別会計歳入歳出決算の要領は次のとおりである。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  
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平成17年度那覇市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書（国民健康保険課） 
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那覇市告示第１１９号  

平成１９年２月１日  

 

 平成18年（2006年）12月那覇市議会定例会で認定された平成17年度那覇市老人

保健特別会計歳入歳出決算の要領は次のとおりである。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

平成17年度那覇市老人保健特別会計歳入歳出決算書（健康推進課） 
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那覇市告示第１２０号  

平成１９年２月１日  

 

 平成18年（2006年）12月那覇市議会定例会で認定された平成17年度那覇市市街

地再開発事業特別会計歳入歳出決算の要領は次のとおりである。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

平成17年度那覇市市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算書（市街地整備課） 
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那覇市告示第１２１号  

平成１９年２月１日  

 平成18年（2006年）12月那覇市議会定例会で認定された平成17年度那覇市介護

保険事業特別会計歳入歳出決算の要領は次のとおりである。 

那覇市長 翁 長 雄 志  

平成17年度那覇市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書（ちゃーがんじゅう課） 
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那覇市告示第１２２号  

平成１９年２月１日  

 

那覇市ぶんかテンブス館の指定管理者の指定について（商工振興課） 
 

那覇市ぶんかテンブス館の管理・運営を行わせる指定管理者の指定について、地

方自治法第244条の２第６項の規定に基づき平成18年12月定例議会において承認

されたので、次のとおり告示します。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

１ 管理を行わせる公の施設 

  名 称  那覇市ぶんかテンブス館 

  所在地  那覇市牧志３丁目２番10号 

 

２ 指定管理者となる団体 

  名 称  協同組合沖縄産業計画 

  所在地  那覇市上之屋314番地２ サンメディアビル３階 

  代表者  代表理事 佐々木末男 

 

３ 指定期間 

平成19年４月１日から平成22年３月31日まで 

 

 

 

 

那覇市告示第１２３号  

平成１９年２月１日  

 

那覇市古波蔵児童館の指定管理者の指定について（子育て応援課） 
 

那覇市古波蔵児童館の管理・運営を行わせる指定管理者の指定について、地方自

治法第244条の２第６項の規定に基づき、平成18年12月定例議会において承認されま

したので、次のとおり告示します。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

１ 管理を行わせる公の施設 

名 称 那覇市古波蔵児童館 

所在地 那覇市古波蔵４丁目７番７号「那覇市古波蔵ふれあい館の３階」 
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２ 指定管理者となる団体 

名 称 社会福祉法人 ポプラ福祉会 

所在地 那覇市壺川２丁目５番地13 

代表者 崎 濱 盛 喜  

 

３ 指定期間 

 平成19年４月１日から平成24年３月31日まで 

 

 

 

 

 
 

公    告 

 
那覇市公告第１３８号  

平成１９年１月１６日  

掲 示 済  

 
都市計画の図書の写しの縦覧について（都市計画課） 

 

沖縄県知事から都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項の規定にお

いて準用する同法第20条第１項の規定により、都市計画変更図書の写しの送付を受

けたので、同法第21条第２項の規定において準用する同法第20条第２項及び同法

施行規則（昭和44年建設省令第49号）第12条の規定により、次のとおり当該図書

の写しを公衆の縦覧に供する。 

 

那覇市 

上記代表者 那覇市長 翁 長 雄 志  

 

１ 都市計画の種類 

那覇広域都市計画公園 

 

２ 都市計画の名称 

5・5・那6号 新都心公園（名称変更） 

 

３ 縦覧場所 

那覇市都市計画部都市計画課（那覇市銘苅2-3-1 銘苅庁舎5階） 

 

 

 

 848 



      那 覇 市 公 報    第１４５０号   2007（平成19）年２月１日 

 

那覇市公告第１４３号  

平成１９年１月２４日  

掲 示 済  

 

平成19年度及び平成20年度那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託制限付

一般競争入札参加資格者登録申請受付について（管財課） 

 

 平成19年度及び平成20年度の那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託制限付一

般競争入札参加資格者登録審査にかかる申請受付を次のとおり行います。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

１ 入札参加資格者要件 

（１） 営業実績が２年以上あること。 

（２） 法人市民税を完納していること。 

（３） 県内に本店があり、かつ、本店、支店及び営業所のいずれかを本市に有す

ること。 

（４） 労災保険、雇用保険、厚生年金及び健康保険制度があること。 

（５） 賃金不払い等、社会的不正行為がないこと。 

（６） 業務執行において不誠実な行為がないこと。 

（７） 経営及び信用の状況が良好であること。 

（８） 清掃員又は警備員の制服制度があること。 

（９） 正規従業員数（清掃業務にあっては清掃員数、警備業務にあたっては警備

員数）が５名以上であること。 

（10） 清掃業務にあっては、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12

条第２項に定める県知事登録業者であること。 

（11） 警備業務にあっては、警備業法第４条に定める公安委員会認定業者である

こと。 

 

２ 受付期間 

平成19年１月29日（月）～同年２月９日（金） 

午前８時30分～午後５時15分（正午～午後１時を除く） 

 

３ 申請書類の配付期間 

   平成19年1月24日（水）から 

 

４ 受付及び申請書類の配布方法 

受付：那覇市総務部 管財課（電話862－9904） 

配布方法：総務部管財課（那覇市役所６階）  

那覇市のホームページ(http://www.city.naha.okinawa.jp)からもダウン

ロードできます。 

 

 

 

 849 



      那 覇 市 公 報    第１４５０号   2007（平成19）年２月１日 

 

那覇市公告第１５１号  

平成１９年２月１日  

 

平成 19 年度那覇市有料広告枠売買契約に係る一般競争入札の実施について

（秘書広報課） 

地方自治法第234条第1項の規定に基づき、一般競争入札により契約を締結するの

で地方自治法施行令167条の6及び那覇市契約規則第13条の規定により、次のように

公告する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

１ 入札に付する事項 

 (1) 業務名    平成19年度那覇市有料広告枠売買契約 

 (2) 履行場所   那覇市泉崎1丁目1番1号 市長公室秘書広報課 

 (3) 履行内容   仕様書による 

 (4) 契約予定日  平成19年4月1日 

 (5) 履行期間   平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

  次に揚げる事項のすべてを満たすものでなければ入札に参加することができま

せん。 

 (1) 一般競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（以下「能力のない者」

という。）および破産者で復権を得ない者でないこと。 

   能力のない者とは、成年被後見人、被保佐人、被補助人で契約の締結に関し

同意権付与の審判を受けた人および未成年者で営業の許可を受けていない者を

いう。 

（2） 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められ

る者で、その事実があった後2年を経過しない者またはその者を代理人、支配

人その他の使用人もしくは入札代理人として使用する者でないこと。 

(3) 市税を滞納していないこと。 

(4) 経営状態が健全であると認められること。 

(5) 公告日から入札執行日までの間に、本市から那覇市指名停止等措置要領に基

づく指名停止の措置を受けている期間がないこと（那覇市指名停止等措置要領

別表第1および第2の各号に掲げる措置要件に該当していないこと） 

 

３ 入札執行の日時及び場所 

 (1) 日時  平成19年3月28日（水）午後2時 

 (2) 場所  那覇市泉崎1丁目1番1号 

       那覇市役所 4階 「庁議室」 

 

４ 入札保証金 

入札保証金は、第1回目に見積もる契約金額の100分の5相当額を加算した金

額の100分の5以上とする。 
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５ 入札参加資格の確認申請 

 (1) 提出期限  平成19年2月28日（水）午後5時15分 

 (2) 提出場所  那覇市泉崎1丁目1番1号 

         市長公室 秘書広報課 広報班（市役所4階） 

 

６ 入札の無効 

入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札

は無効とします。 

 

７ お問い合わせ 

  那覇市総務部市長公室秘書広報課広報班 

  〒900-8585 那覇市泉崎1丁目1番1号 

  電話 098-862-9942  FAX 098-869-8190 

 

 

 

 

病院管理規程 

 
那覇市病院管理規程第２１号  

平成１８年１２月２８日  

公 布 済  

 

 那覇市立病院企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程をここに公布す

る。 

 

那覇市病院事業管理者       

市立病院長 與 儀 實 津 夫  

 

那覇市立病院企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程 
 

那覇市立病院企業職員の給与に関する規程（平成15年那覇市病院管理規程第21

号）の一部を次のように改正する。 

 

第10条中「調整手当」を「地域手当」に改める。 

 

付 則 

 この規程は、平成19年１月１日から施行し、改正後の那覇市立病院企業職員の給

与に関する規程第10条の規定は、平成18年４月１日から適用する。 

 

 

 

 
 851 



      那 覇 市 公 報    第１４５０号   2007（平成19）年２月１日 

 
那覇市病院管理規程第２２号  

平成１８年１２月２８日  

公 布 済  

 

 那覇市立病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正

する規程をここに公布する。 

 

那覇市病院事業管理者       

市立病院長 與 儀 實 津 夫  

 

那覇市立病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を

改正する規程 
 

那覇市立病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程（平成15年那

覇市病院管理規程第22号）の一部を次のように改正する。 

 

第２条第２項中「第10条第７項」を「第10条第５項」に、「満55歳」を「55歳」

に、「満57歳」を「57歳」に改める。 

 

付 則 

この規程は、平成19年１月１日から施行する。 

 

 

 
那覇市病院管理規程第２３号  

平成１８年１２月２８日  

公 布 済  

 

 那覇市立病院企業職員の初任給調整手当に関する規程の一部を改正する規程をこ

こに公布する。 

 

那覇市病院事業管理者       

市立病院長 與 儀 實 津 夫  

 

那覇市立病院企業職員の初任給調整手当に関する規程の一部を改正する規程 
    

那覇市立病院企業職員の初任給調整手当に関する規程（平成15年那覇市病院管理

規程第23号）の一部を次のように改正する。 

 

第４条中「その月額は採用の日」の次に「（月の中途において採用されたときは、

その月の初日。以下この条において同じ。）」を加える。 

 

付 則 

 この規程は、平成19年１月１日から施行する。 
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